
＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.52688

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

0.45835

0.52970

特定事業者コード

0.36668

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

④=再商品化実施委託単価

0.54959

0.49571

0.39657

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

７．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

12

0.54959

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.10850

0.37079

⑤

0.54249

0.50054

７．７円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ７．７円/kg

0.03768

0.10597

0.00782

⑦=再商品化実施委託単価

0.01887

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03030

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00774

0.00782

0.01510

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.03768

0.10067

0.02576

0.00232

用途

用途

12

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

７．７円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.22032

0.38843

⑤

0.62947

0.55911

８．７円/kg

13

0.64746

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.64746

0.53849

0.45771

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

８．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

特定事業者コード

0.42563

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.58853

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

0.53203

0.59759

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

13

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

８．７円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

0.01555

0.01348

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.02902

0.09268

0.02732

0.00364

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03036

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00607

0.01498

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ８．７円/kg

0.02902

0.09268

0.01555

⑦=再商品化実施委託単価

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.65364

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

0.64267

0.67529

特定事業者コード

0.51414

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

④=再商品化実施委託単価

0.75360

0.65874

0.55993

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

８．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

14

0.75360

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.33786

0.47270

⑤

0.75080

0.62095

８．７円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ８．７円/kg

0.02479

0.06206

0.01894

⑦=再商品化実施委託単価

0.01537

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03779

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00422

0.01894

0.01383

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.02479

0.06206

0.03401

0.00316

用途

用途

14

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

８．７円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.93501

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

0.91354

0.89116

特定事業者コード

0.68516

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

④=再商品化実施委託単価

0.97428

0.90195

0.85685

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

８．２円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

15

0.92556

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.68292

0.57926

⑤

0.97560

0.93501

８．２円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ８．２円/kg

0.02992

0.05733

0.01884

⑦=再商品化実施委託単価

0.02189

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.04608

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00543

0.01884

0.02189

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.02992

0.05733

0.04147

0.00543

用途

用途

15

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

８．２円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.75047

0.76512

⑤

1.15457

1.10006

７．７円/kg

16

1.09637

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

1.15407

1.19270

0.95416

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

７．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

特定事業者コード

0.89093

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

1.10006

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

1.04816

1.09302

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

７．７円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

0.01814

0.03786

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.04766

0.09456

0.03645

0.00816

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.04050

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00816

0.03786

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ７．７円/kg

0.05017

0.09456

0.01814

⑦=再商品化実施委託単価

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.63618

0.66424

⑤

1.06030

0.86174

６．１円/kg
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0.64505

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.67900

0.86658

0.69327

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

６．１円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

特定事業者コード

0.94805

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.86174

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

0.99794

0.94892

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

17

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

６．１円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

0.00969

0.01348

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.02529

0.07478

0.02703

0.00281

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03180

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00281

0.01348

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ６．１円/kg

0.02662

0.07478

0.00969

⑦=再商品化実施委託単価

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化委託申込量（kg）→

用途

用途

0.45357

0.46394

⑤

0.75594

0.66678

６．８円/kg
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0.47926

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

④=再商品化実施委託単価

0.53251

0.70885

0.63797

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

６．８円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑦=再商品化実施委託単価

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

②

特定事業者コード

0.59569

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（kg）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.66678

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

（１円未満切り捨て）

0.59569

0.61859

簡易算定方式

自主算定方式

利用事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

18

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。 （１円未満切り捨て）

６．８円/kg

③×④=再商品化実施委託料金

0.00560

0.01006

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.01729

0.05799

0.02347

0.00220

④=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02761

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00220

0.01006

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）
④×⑤

特定事業者名

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

再商品化委託申込量（kg）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ６．８円/kg

0.01729

0.05799

0.00560

⑦=再商品化実施委託単価

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（kg）

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

簡易算定方式

自主算定方式

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.58964

用途
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0.59740

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.64635

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.65797

５．６円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.66378

0.68359

0.64941

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.51708

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.33199

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.58964

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

５．６円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.66398

0.65797

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途
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※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

５．６円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00456

0.00637

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.01703

0.08362

0.02044

0.00264

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02271

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00264

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ５．６円/kg

0.01703

0.08362

0.00456

⑦=再商品化実施委託単価

0.00637

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.57043

用途
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0.63831

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.64893

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.65831

６．４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.67191

0.64570

0.61342

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.51914

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.33507

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.60046

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

６．４円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.67014

0.65831

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

20

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

６．４円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00598

0.04844

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.01891

0.07304

0.02208

0.00344

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02453

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00344

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ６．４円/kg

0.01891

0.07304

0.00598

⑦=再商品化実施委託単価

0.04844

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.58848

用途

21

0.65427

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.66400

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.63880

８．８円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.68871

0.65357

0.55553

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.53120

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.30258

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.61945

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

８．８円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.67240

0.67242

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

21

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

８．８円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00673

0.03951

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02240

0.07290

0.02493

0.00681

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02770

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00681

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ８．８円/kg

0.02240

0.07290

0.00673

⑦=再商品化実施委託単価

0.04159

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.61664

用途

22

0.68889

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.70185

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.67714

９．１円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.72514

0.69871

0.52403

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.52639

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.29284

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.64909

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

９．１円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.73210

0.71278

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

22

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

９．１円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.00693

0.02522

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.01789

0.07620

0.02408

0.00677

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02833

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00677

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ９．１円/kg

0.01789

0.07620

0.00693

⑦=再商品化実施委託単価

0.02802

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.85634

用途

23

0.95798

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.93348

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.96341

８．５円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.95798

0.99692

0.79753

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.70011

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.28807

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.90141

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

８．５円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.96023

0.96341

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

23

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

８．５円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.03332

0.03398

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.01756

0.06355

0.03722

0.00816

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.04378

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00816

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ８．５円/kg

0.01756

0.06355

0.03332

⑦=再商品化実施委託単価

0.03577

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.93351

用途

24

0.99348

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.97737

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

1.00552

７．８円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.99348

1.00710

0.90639

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.68416

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.35813

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.98264

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

７．８円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

1.02323

1.00552

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

24

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

７．８円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.03774

0.04086

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02919

0.04737

0.04037

0.01006

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.05046

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01006

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ７．８円/kg

0.02919

0.04987

0.03774

⑦=再商品化実施委託単価

0.04301

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.89373

用途

25

0.92992

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.94896

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.97834

７．７円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.97887

0.95267

0.90503

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.66427

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.63006

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.94077

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

７．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.96933

0.97834

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

25

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

７．７円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.04105

0.08794

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03669

0.05252

0.03628

0.00989

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.04535

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.00989

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ７．７円/kg

0.03669

0.05529

0.04105

⑦=再商品化実施委託単価

0.09257

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.78657

用途

26

0.79311

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.84480

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.79488

８．１円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.83485

0.80078

0.72070

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.59136

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.76876

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.82797

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

８．１円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.90443

0.83672

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

26

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

８．１円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.03351

0.12054

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02736

0.04462

0.03003

0.01288

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03533

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01288

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ８．１円/kg

0.02736

0.04696

0.03351

⑦=再商品化実施委託単価

0.14181

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.78271

用途

27

0.74508

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.84960

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.80192

９．４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.82786

0.78020

0.70218

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.63720

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.78015

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.82390

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

９．４円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.86684

0.84412

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

27

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

９．４円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.01832

0.12122

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03039

0.03653

0.02463

0.01186

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02736

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01186

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ９．４円/kg

0.03039

0.03845

0.01832

⑦=再商品化実施委託単価

0.15153

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途

特定事業者コード

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）
の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

９．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

0.97234

0.93123

0.70142

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

0.82649

⑤

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.91210

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.88467

９．７円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.95619

0.84298

0.71653

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.86649

用途

28

0.81276

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.93523

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

自主算定係数

⑤

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の

ガラスびん（その他の色）

の排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ９．７円/kg

0.03602

0.05613

0.01715

⑦=再商品化実施委託単価

0.43684

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量

簡易算定係数
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03234

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01684

0.01715

0.43684

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03602

0.05333

0.02910

0.01684

（１円未満切り捨て）

用途

用途

28

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

９．７円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途

特定事業者コード

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

９．９円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

0.88989

0.84039

0.62341

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

0.80090

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.81173

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.75635

９．９円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.84875

0.82188

0.61641

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.77115

用途

29

0.76387

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.83121

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ９．９円/kg

0.03262

0.06154

0.01221

⑦=再商品化実施委託単価

0.11311

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03560

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01534

0.01221

0.11311

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.03262

0.06154

0.03026

0.01534

（１円未満切り捨て）

用途

用途

29

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

９．９円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途

特定事業者コード

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

１０．３円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

0.87508

0.81814

0.61233

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

0.78758

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.78815

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.73633

１０．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.83395

0.82157

0.69834

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.74874

用途

30

0.75056

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.81644

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） １０．３円/kg

0.03132

0.05934

0.01714

⑦=再商品化実施委託単価

0.05432

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03013

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01497

0.01714

0.05432

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.03132

0.05934

0.02561

0.01497

（１円未満切り捨て）

用途

用途

30

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

１０．３円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

用途

特定事業者コード

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

１１．６円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

0.86321

0.80842

0.58000

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

0.77689

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.78623

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.76799

１１．６円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.74713

0.83990

0.71391

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.74692

用途

31

0.67242

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.82857

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） １１．６円/kg

0.05252

0.07439

0.09822

⑦=再商品化実施委託単価

0.03789

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03345

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01708

0.08349

0.03789

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.05252

0.07439

0.02843

0.01708

（１円未満切り捨て）

用途

用途

31

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

１１．６円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者コード

用途

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

１３．７円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

令和

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

0.72565

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑤

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.65777

0.68178

用途

0.68189

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

１３．７円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.65579

0.65308

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.48651

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.62488

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.64779

2

0.55743

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.69501

0.57952

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） １３．７円/kg

0.04561

0.06861

0.08031

⑦=再商品化実施委託単価

0.05008

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03216

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01497

0.06827

0.05008

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.04561

0.06861

0.02894

0.01497

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途

2

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

１３．７円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者コード

用途

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

0.81210

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

令和

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

１７．５円/kg

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.75254

0.81612

用途

0.80638

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

１７．５円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.83976

0.69028

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.56130

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.71491

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.76606

3

0.71379

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.80186

0.73451

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） １７．５円/kg

0.03544

0.08051

0.01740

⑦=再商品化実施委託単価

0.07905

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03641

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01557

0.01740

0.07905

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.03544

0.08051

0.03276

0.01557

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途

3

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

１７．５円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者コード

用途

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

0.86455

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

令和

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

4

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

２３．６円/kg

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.84956

0.87516

用途

0.89047

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

２３．６円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

0.90347

0.64842

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.61671

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.80709

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.84595

0.76795

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.88102

0.83140

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ２３．６円/kg

0.03875

0.08190

0.01272

⑦=再商品化実施委託単価

0.06992

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.04076

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.01634

0.01272

0.06992

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.03875

0.08190

0.03668

0.01634

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途

4

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

２３．６円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

5

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者コード

用途

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

1.39511

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

１６．１円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

令和

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

1.42520

1.50397

⑤

1.48447

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

１６．１円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

1.48936

1.04633

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

1.04510

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

1.28268

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

1.41024

1.26596

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

1.49300

1.42877

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） １６．１円/kg

0.06921

0.11753

0.03305

⑦=再商品化実施委託単価

0.13555

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.05771

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03477

0.03305

0.13555

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.06921

0.11753

0.05194

0.03477

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途

5

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

１６．１円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

6

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者コード

用途

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

1.10363

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

２１．４円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

令和

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

1.05702

1.15583

⑤

1.11316

２１．４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

1.06889

0.99326

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.72256

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.95132

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

1.05750

1.01545

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

1.11163

1.04025

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ２１．４円/kg

0.05607

0.10427

0.04919

⑦=再商品化実施委託単価

0.03102

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.05125

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03968

0.04919

0.03102

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.05607

0.10427

0.04356

0.03968

⑤

（１円未満切り捨て）

用途

用途

6

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

２１．４円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

1.03354

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

1.12019

1.12417

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.94706

特定事業者名

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

1.07390

２０．２円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

1.08794

1.06431

⑤

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.72813

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

1.05229

1.24908

⑤

1.13042

用途
再商品化実施委託料金(円）

（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

２０．２円/kg

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

令和

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

7

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

特定事業者コード

用途

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

1.18257

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

利用事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

用途

7

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

２０．２円/kg

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.05762

0.02007

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.05931

0.12719

0.05166

0.03748

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.06077

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.03748

（１円未満切り捨て）

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。） ２０．２円/kg

0.05931

0.12719

0.05762

⑦=再商品化実施委託単価

0.02007

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（その他の色）

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
自主算定係数

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・その他の色

申込用紙２－ガラスびん（その他の色）－製造等


